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「平成２０年度化学物質の排出量・移動量・取扱量」の集計結果 

 
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

（化管法・ＰＲＴＲ法）、「埼玉県生活環境保全条例」（特定化学物質の適正管理）に

基づき、人や生態系に有害なおそれがある化学物質を一定量以上取り扱う事業者は、

毎年度、化学物質の環境中への排出量・取扱量等について届出を行い、行政がその集

計結果を公表することになっています。 
 平成 20年度の川口市の集計結果がまとまりましたので、報告します。 
 
 
 
１ 集計結果の概要 
 
（1） 届出状況 

 
① 化管法 

    平成 20年度の届出（届出期間：平成 21年 4月 1日から 6月 30日まで）は
94件で、埼玉県は 1,681件の届出があり、川口市は埼玉県の 6％を占めていま
す。届出数及び電子届出の割合は、ここ数年は横ばいとなっています。 

 
② 埼玉県生活環境保全条例 
平成 20年度の届出は 109件で、埼玉県は 1,872件の届出があり、川口市は
埼玉県の 6％を占めています。平成 18年度から運用が開始された電子申請の割
合は増加傾向にあり、化管法と同様に電子届出が事業者に浸透してきています。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

表1　届出状況

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

60 51 50 50 54

5 4 4 1 1

26 35 36 43 39

91 90 90 94 94

104 104 90 92 82

－ － 17 23 27

104 104 107 115 109
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（2） 地区別届出件数 
     

① 化管法 
南平地区内の事業所からの届出が最も多く 23件で、全届出件数の 25％、次

いで新郷地区が 13件で 14％、青木地区及び芝地区が 12件で 13％でした。 
 
② 埼玉県生活環境保全条例 
化管法と同様に南平地区内の事業所からの届出が最も多く 28 件で、全届出
件数の 26％、次いで青木地区が 16件で 15％、新郷地区及び芝地区が 14件で
13％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（3）業種別届出状況 

 
① 化管法 
燃料小売業(ガソリンスタンド)からの届出が最も多く 42 件で全届出件数の

45％、次いで金属製品製造業が 11件で 12％、化学工業が 10件で 11％でした。 
 

②埼玉県生活環境保全条例 
化管法と同じく燃料小売業（ガソリンスタンド）からの届出が最も多く  

42件で全届出件数の 39％、次いで化学工業 が 13件で 12％、金属製品製造業
が 12件で 11％でした。 

表2　地区別届出事業所数

化管法 埼玉県生活環境保全条例 化管法 埼玉県生活環境保全条例

中央 6 7 神根 8 8

横曽根 9 10 芝 12 14

青木 12 16 安行 3 3

南平 23 28 戸塚 8 9

新郷 13 14 合計 94 109

届出数 届出数

地区 

項目 

地区 

項目 
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２ 化管法に基づく市内の化学物質の排出量・移動量について 

 
(1) 届出排出量・移動量 
届出された大気や水域への排出量は 249トン、事業所の外への移動（廃棄物移
動）や下水道への移動量は 522トンであり、排出量・移動量の合計は 771トンで
した。 
昨年度と比較した場合、総排出量は 7トン、総移動量は 224トン、総排出量・
移動量の合計で 232トン減少しています。総排出量・移動量は図２のとおり毎年
減少しており、その理由として事業者による対象化学物質の使用量の削減、施設

の改善、排出抑制や代替物質への転換が進められていること及び、大気汚染防止

法によるＶＯＣ排出規制を見据え、事業所が自主的に施設の改善を行ったことが

表3　業種別届出事業所数
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下水道への移動

事業所の外への
移動

公共水域への
排出

大気への排出

上げられます。 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 媒体別の届出排出量・移動量の内訳 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※それぞれ四捨五入しているため、合計は 100%になりません。

表4　届出排出量・移動量

※排出量・移動量は小数点第1位で四捨五入し、整数表示したため合計は一致しません。
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図２ 届出排出量・移動量の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 地区別の届出排出量・移動量 
南平地区が最も総排出量・移動量が多く、以下、芝地区、新郷地区でした。昨

年度と比較した場合、減少幅で見ると南平地区の減少が最も大きく 202トン減と
なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5　地区別の届出排出量・移動量

平成19年度 平成20年度 増減 平成19年度 平成20年度 増減 平成19年度 平成20年度 増減

中央 1.8 1.1 - 0.7 3.7 2.2 - 1.5 5.5 3.3 - 2.2

横曽根 18.2 15.0 - 3.2 42.2 31.4 -10.8 60.3 46.4 -13.9

青木 7.7 10.3 2.6 17.6 15.2 - 2.4 25.3 25.4 0.1

南平 133.5 119.7 -13.8 484.0 295.5 -188.5 617.5 415.2 -202.3

新郷 73.9 83.4 9.5 27.0 18.1 - 8.9 100.9 101.5 0.6

神根 0.6 0.6 0.0 8.7 11.0 2.3 9.3 11.6 2.3

芝 20.0 18.0 - 2.0 163.2 148.8 -14.4 183.2 166.8 -16.4

安行 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

戸塚 0.6 0.5 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 - 0.1

※総排出量・移動量及び増減については小数点第2位で四捨五入し、整数表示したため合計は

　一致しません。
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図３ 地区別届出排出量 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 届出排出量上位５物質 
排出量が多かった上位５物質の合計は 243トンで、排出量の 98％を占めていま

す。排出量上位５物質のうちトルエンの排出量が最も多く 201トンで全体の排出
量の 81％、次いでキシレンが 23トンで 9％、次いでトリクロロエチレンが 10ト
ンで 4％でした。 
最も排出量が多いトルエンは、化管法による届出が開始された平成 13 年度の
888トンから大幅に削減されていますが、ここ数年は横ばいとなっています。 
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図４ 届出排出量上位５物質 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
図５ トルエンの届出排出量の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 届出排出量の多い化学物質を多く排出する業種 
総排出量の多い上位２物質である、トルエン、キシレンを多く排出する業種は

以下のとおりです。トルエンは出版・印刷・同関連産業から一番多く排出されト

ルエン全体の 61％を占め、キシレンでは金属製品製造業が一番多く排出しキシレ
ン全体の 93％を占めています。トルエン、キシレンは塗料の溶剤として多く使用
されています。 
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３ 埼玉県生活環境保全条例に基づく市内の化学物質の取扱量について 
 
(1) 届出取扱量の内訳 
取扱量報告の対象となる特定化学物質 499 物質の合計は 31,583 トン（前年度
比 4,955トン、14％減）でした。そのうち、化管法に基づく排出量及び移動量の
届出対象となっている第１種指定化学物質 354物質の取扱量は、25,077トン（前
年度比 4,427トン、15％減）でした。また、第２種指定化学物質 81物質 2トン
（前年度と同じ）、県指定の特定化学物質 64物質は 6,504トン（前年度比 528ト
ン、8％減）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7　平成20年度の川口市の取扱量の内訳

合　計 第1種 第2種 県指定

31,583 25,077 2 6,504

(36,538) (29,504) (2) (7,032)

※（）内は平成19年度の数字です。

※有効数字の関係で、取扱量とその内訳の合計は必ずしも一致しません。

 取 扱 量

特定化学物質

(単位：トン/年) 

表8　平成20年度の埼玉県の取扱量の内訳

合　計 第1種 第2種 県指定

704,353 570,546 3,462 130,345

(742,525) (597,197) (3,052) (142,276)

※（）内は平成19年度の数字です。

※有効数字の関係で、取扱量とその内訳の合計は必ずしも一致しません。
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表6　届出排出量の多い化学物質を多く排出する業種

業種 総排出量 業種 総排出量

1 出版・印刷・同関連産業 122.1 金属製品製造業 21.9

2 金属製品製造業 38.8 出版・印刷・同関連産業 1.0

3 化学工業 34.5 化学工業 0.4

4 プラスチック製品製造業 4.0 燃料小売業 0.3

5 燃料小売業 2.0 石油卸売業 0.0

※四捨五入した結果、0.1トンに満たないため。
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(2) 届出取扱量上位５物質 
取扱量の多かった上位５物質はトルエンが 11,334トンで全体の 36％、次いで

キシレンが 4,381トンで 14％、硝酸が 1,977トンで 6％、メチルエチルケトンが
1,655トンで 5％、二硫化炭素が 1,200トンで 4％の順でした。 

 

図６ 届出取扱量上位５物質 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】化学物質情報を掲載しているホームページ 

①経済産業省 ≪化学物質排出把握管理促進法≫ 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

②環境省 ≪ＰＲＴＲインフォメーション広場≫ 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 

③埼玉県 環境部大気環境課 ≪化学物質の適正管理に関するページ≫ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kagaku-tekiseikanri.html 

④独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE） ≪化学物質管理分野≫ 

http://www.safe.nite.go.jp 

⑤川口市 環境保全課 ≪化学物質の適正管理について≫ 

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/28030193/28030193.html 
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